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キ
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困
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六
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二
十
一
回
期
三
碕
痛
便
物
J
4
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【
慨
月
三
時
-
団
施
匂
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干す曹目一月二年 t・~，日昭

A
回
問

主
E

第
三
史
観
の
概
念

地
方
問
課
税
に
が
、
け
る
住
所
封
財
源

地
方
財
政
調
整
指
数
・
-

A
岡 叢

禁

強

輔

文
準
博
士
米
田
庄
太
郎

法
祭
博
士
神
戸
正
雄

総
重
南
町
士
汐
見
一
ニ
郎

寸
即
時

晴
協
は
は
尽
試
の
辛
を
摘
む
か
;
式
市
十
博
士
高
田
保
馬

貿
易
統
制
と
し
て
の
矯
替
清
算
制
:
j
i
-
-議
内
同
士
博
士
谷
口
吉
彦

岡

山

内

九

フ
ラ
ン
ス
の
濁
立
償
還
金
庫
に
就
い
て
・
阿
世
湾
皐
士
松
岡
孝
鬼

貨
幣
自
瞳
の
限
界
致
用
・
:
・
・
・
:
・
・
法
事
士
正
井
敬
次

ハロ
A

-a『
司
阿

M

公
債
制
度
の
枇
命
日
的
保
件
に
就
て
-
-
経
済
皐
士
島
恭
彦

小
農
経
済
理
論
よ
り
見
た
る
地
代
・
;
:
・
揮
務
事
士
山
岡
亮
一

剛
問

苑鏡

新
着
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題



地
方
間
課
税
に
於
げ
る
住
所
封
財
源

出
巾
・

二
山
中

Fな

正

雄鼻

緒

言

a

の
所
得
又
は
枕
焼
に
就
い
て
、
比
一
，
hμ

財
山
川
川
崎
嗣
惜
し
心
、
什

mm岡
臨

E
に
交
体
あ
る
L
e
u耳
、
比
(
の
何
れ
の
同

躍
の
課
税
構
に
服
す
べ
き
ゃ
に
は
争
が
あ
る
。
岡
際
問
に
て
は
未
だ
之
に
つ
い
て
一
定
し
た
解
決
方
針
は
出
来
て

居
ら
な
い
の
で
あ
り
、
随
ふ
て
可
な
り
に
頻
繁
に
重
複
課
税
を
引
起
す
の
で
あ
る
。
然
る
に
地
方
間
に
あ
り
で
は

兎
に
も
角
に
も
其
上
級
岡
龍
た
る
岡
家
の
統
制
に
よ
り
て
或
明
確
な
る
一
定
方
針
が
立
て
ら
れ
て
、
共
は
何
れ
か

の
国
瞳
の
課
税
権
に
服
す
る
こ
と
に
な
っ
て
居
る
。
我
闘
に
於
て
も
、
他
の
問
と
の
聞
に
は
此
闘
係
よ
り
し
て
の

重
複
課
税
を
見
る
こ
と
か
稀
で
な
い
け
れ
ど
も
、
地
庁
間
の
共
に
劃
し
て
は
、

一
般
方
針
が
指
定
せ
ら
れ
て
、
納

税
者
の
府
牒
叉
は
市
町
村
)
外
に
て
所
有
し
、
使
用
し
、
占
有
す
る
土
地
家
居
物
件
若
〈
は
其
牧
入
、
百
人
は
山
川
嶋

(
又
は
市
町
村
)
外
に
て
叫
営
業
所
を
設
け
た
る
岬
営
業
者
若
〈
は
共
牧
入
に
劃
し
て
は
府
牒
(
市
町
村
)
積
を
課
す
る
を

得点
γ
と
し
.
而
か
色
、
府
服
(
市
町
村
)
内
に
住
所
を
有
せ
や
又
は
二
一
箇
月
以
上
滞
在
す
る
こ
と
な
し
と
い
へ
ど

色
、
府
牒
(
市
町
村
)
内
に
て
土
地
、
家
屋
、
物
件
を
所
有
し
、
使
用
し
、
若
〈
は
占
有
し
、
又
は
侍
業
所
を
定
め

地
方
間
課
税
に
於
げ
る
住
所
封
財
減

第
間
十
巻

一
五
泊

第

乱日

ゴL



地
方
間
課
税
に
於
げ
る
住
所
封
財
源

第
四
十
巻

一
五
六

第

E党

O 

て
替
業
を
魚
し
、
叉
は
府
牒
(
市
町
村
)
内
に
て
特
定
の
行
魚
を
魚
す
者
は
、
共
土
地
家
屋
物
件
管
業
若
〈
は
共
牧

入
に
針
し
、
又
は
行
舟
に
封
し
て
賦
課
す
る
府
牒
(
市
町
村
)
穂
を
納
む
る
義
務
を
負
ふ
と
し
て
居
り
、
共
結
呆
と

し
て
、
川
土
地
、
家
屋
、
物
件
、
若
〈
は
共
耽
入
、

叉
は
管
業
所
を
設
け
に
る
管
業
若
〈
は
其
耽
入
に
つ
い
て
は

原
則
上
、
財
源
岡
醸
の
み
が
課
税
構
を
有
し
、
何
其
他
の
も
の
若
く
は
牧
入
、
随
っ
て
原
始
産
業
所
得
、
自
由
職

業
所
得
、
勤
妙
所
得
、
動
的
資
本
ー
所
件
(
公
社
債
預
金
貸
余
等
の
利
子
、
抹
の
配
営
な
ど
)
は
原
剖
上
、
住
所
圃
瞳
に

説
暁
構
が
存
す
る
と
し
て
、
重
複
課
税
ぞ
避
け
る
や
う
に
な
っ
て
肘
る
。
允
ち
此
原
則
の
趨
用
に
つ
い
て
は
色
ふ

と
微
細
な
黙
に
豆
h
て
の
例
外
が
め
っ
て
、
特
に
其
第
一
別
に
つ
い
て
は
、
戸
裁
割
に
あ
り
で
は
其
課
税
標
準
と

な
る
所
の
所
得
と
し
て
は
、
財
源
地
に
於
け
る
土
地
家
屋
物
件
替
業
の
所
得
ま
で
も
、
住
所
た
る
戸
の
属
す
る
地

方
圃
曜
に
於
け
る
所
得
の
中
に
計
算
す
る
こ
主
に
し
て
居
り
(
厳
格
に
い
へ
ば
折
角
定
め
に
第
一
則
を
破
壊
し
て

居
る
こ
ど
と
な
る
の
だ
が
二
克
に
第
二
則
に
つ
い
て
は
、
第
二
種
所
得
控
と
資
本
利
子
枕
と
に
闘
す
る
限
り
、
地

方
よ
り
し
て
の
附
加
視
を
禁
止
し
て
居
る
か
ら
、
折
角
、
住
所
地
方
岡
樫
の
も
つ
所
の
課
税
権
が
共
れ
だ
け
狭
め

ら
れ
る
こ

E
に
は
な
っ
て
居
る
。
此
例
外
的
細
則
の
営
否
は
暫
ら
〈
措
き
、
果
し
て
、
前
記
地
方
問
課
税
に
つ
い

で
の
我
闘
の
根
本
原
則
が
尖
営
な
り
や
否
や
、
是
れ
忍
の
年
来
疑
問
と
す
る
所
で
あ
ち
、
な
し
ろ
匡
正
の
必
要
あ

る
事
項
と
す
る
所
で
あ
る
。
共
虚
で
私
は
下
に
共
仔
細
を
設
か
う
思
ふ
。

第
一
段

土
地
家
屋
醤
婁
毘
物
件
よ
り
の
所
得
の
財
編
地
謀
親



動
的
資
本
や
勤
勢
に
劃
す
る
牧
盆
穂
は
暫
ら
く
別
と
し
て
、
少
〈
と
も
土
地
、
家
屋
、
管
業
に
封
す
る
牧
益
枕

が
.
牝
益
枝
と
し
て
、
物
設
と
し
て
、
財
源
地
の
み
に
て
謀
積
せ
ら
る
べ
き
も
の
亡
と
い
ふ
こ
と
に
は
異
論
は
な

い
。
併
し
更
に
準
ん
で
共
か
ら
出
る
所
得
に
色
、
之
を
所
得
耽
の
中
に
て
課
す
る
に
於
い
て
も
、
脅
し
く
財
源
地

の
み
に
課
税
せ
し
h
U
べ
き
も
の
か
何
う
か
。
ひ
し
ろ
住
所
地
に
も
課
税
せ
し
め
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。
之
を
ぱ

住
所
地
の
み
の
課
暁
と
す
る
の
は
穏
営
で
な
い
と
し
て
も
、
住
所
地
課
硬
を
も
認
め
る
こ
と
は
決
し
て
不
営
で
は

な
い
。
其
理
由
は
次
の
知

t
で
ゐ
る
。
但
し
土
地
家
屋
管
業
と
、
物
件
目
と
は
精
密
に
い
ふ
て
多
少
事
情
の
異
る
も

の
が
め
る
か
ら
、
分
け
て
説
〈

O

一
土
地
家
屋
管
業
|
|
の
所
得
に
つ
い
て
も
、
回
よ
り
之
を
財
源
地
の
み
の
課
税
'
と
す
る
こ
と
に
相
官
の
理
由
が

〆・、な
い
の
で
は
な
い
。
先
づ
共
か
ら
し
て
設
明
し
ゃ
う
。

川
財
源
地
課
税
の
理
問

い
課
税
物
件
の
性
質
上

i
!此
が
物
件
た
る
士
地
、
家
屋
、
管
業
な
ど
の
所
得
の
生
宇
る
源
た
る
共
土
地
家

康
管
業
は
、
共
財
源
地
方
の
、
不
動
の
構
成
要
素
と
し
て
、
財
源
地
方
『
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
、
離
る
べ
か
ら

ま
る
の
闘
係
に
あ
る
。
持
主
の
住
所
地
方
の
知
き
可
動
的
な
る
閥
係
を
有
つ
も
の
左
は
異
る
。
随
っ
て
前
者
に
課

税
構
を
有
た
し
め
る
の
が
嘗
然
で
あ
る
。

ろ
利
益
公
正
上
1
1
1
此
物
件
た
る
所
得
及
共
財
源
た
る
土
地
家
屋
崎
営
業
は
、
財
源
地
方
の
接
蓬
及
施
設
ぶ
よ

り
て
利
益
を
受
〈
る
こ
と
特
に
大
で
ゐ
り
、
比
利
益
聞
係
金
考
慮
し
て
、
此
等
の
色
の
が
財
源
地
方
園
睡
に
特
別

地
方
問
課
税
に
於
げ
る
住
所
封
財
源

第

盟主

第
四
十
巻

三
五
七
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地
方
間
課
税
に
於
げ
る
住
所
封
財
源

ヨ，-
/司、

第

-g)}.[ 

第
川
十
各

な
る
報
償
の
意
味
を
も
合
ん

r負
携
を
魚
す
の
を
至
嘗
と
す
る
。
然
る
に
、
持
主
の
住
所
地
方
同
盟
は
、
此
財
加

の
管
利
の
上
に
寄
奥
す
る
所
な
〈
し
て
、
却
っ
て
其
財
源
地
方
で
得
ら
れ
た
る
結
果
た
る
所
得
を
費
消
せ
ら
れ

て
、
共
地
方
の
繁
楽
に
貢
献
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
共
の
住
所
開
暗
に
て
は
此
所
得
に
直
接
課
耽
せ
や

と
も
、
共
所
得
使
用
の
結
果
た
る
住
所
地
方
に
於
げ
る
管
業
な

E
へ
の
課
税
に
て
優
に
目
的
は
蓬
せ
ら
れ
る
し
、

父
、
共
所
得
共
も
の
に
謝
す
る
課
税
の
理
由
は
な
い
と
も
い
へ
る
。

小
川
財
政
収
入
上

l
i此
所
得
に
つ
き
財
源
地
方
の
み
に
課
税
権
あ
お
ご
と
に
な
れ
ば
、
財
源
地
方

E
し
て
は

財
政
牧
入
上
最
好
都
合
で
あ
り
、
又
、
若
し
、
財
加
地
方
が
此
所
得
に
劉
し
丸
信
〈
輿
か
ら
す
L
」
で
も
な
れ
ば
、
共

の
財
源
地
方
問
惜
と
し
て
は
財
政
上
回
る
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
る
。

に
課
税
技
術
上
|
|
此
等
の
所
得
を
財
源
地
方
開
館
に
て
課
税
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
主
(
は
取
も
直
き
十
源

泉
課
税
で
あ
っ
て
、
物
件
が
捕
捉
し
確
知
し
易
き
誇
で
あ
り
、
住
所
地
方
閉
館
に
て
所
得
者
の
会
き
所
得
の
一
部

主
し
て
の
み
課
し
に
よ
り
は
逃
げ
ら
る
る
こ
と
が
少
〈
し
て
掛
な
と
い
ふ
長
所
を
有
つ
。

、‘.4
Jは

枇
舎
上
ー
ー
か
く
し
て
財
源
地
方
の
み
が
此
所
得
に
課
税
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
其
持
主
が
他
地
方
に
住

っ
て
居
っ
て
其
か
ら
所
得
を
暴
ヤ
る
事
の
利
益
が
薄
く
な
り
て
、
共
矯
め
、
自
ら
か
か
る
不
在
地
主
、
不
在
家
主
、

不
在
管
業
者
を
少

t
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
共
等
の
不
在
者
は
買
に
共
地
方
の
枇
曾
上
に
は
好
ま
し
か
ら
rt

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
若
も
此
課
税
主
義
を
採
ら
守
、
住
所
地
方
の
み
が
此
種
所
得
を
課
す
る
と
し
た
ら
、
此
等
の

土
地
家
屋
替
業

ω持
主
が
競
っ
て
軽
き
所
得
課
税
の
地
方
を
選
ん
で
住
所
を
定
め
る
や
う
に
な
り
、
財
源
地
に
は

Seligman， Douule taxation etc.. p・173・
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不
在
者
一
か
多
〈
な
り
、

つ
ま
り
貧
乏
人
ば
か
り
多
〈
な
っ
て
困
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
事
は
賞
に
枇
合
上
困
つ

た
事
で
あ
る
ば
か
り
で
な
〈
、
共
財
源
地
方
の
財
政
上
に
も
困
難
を
牛
ぜ
し
め
る
で
あ
ら
う
。

へ
経
済
上
|
|
此
財
源
地
方
に
於
て
、
此
種
所
得
に
謀
碕
ぜ

Y
る
と
き
は
、
有
い
ふ
如

t
に
し
て
此
に
不
全

者
が
多
〈
生
や
る
と
し
て
、
併
し
他
方
に
共
地
方
に
相
種
ら
や
存
在
す
る
所
の
地
主
、
家
主
、
伸
明
日
業
主
も
あ
る
と

し
て
、
共
等
の
者
は
自
然
、
前
の
不
在
者
と
経
捧
上
競
争
す
る
立
場
に
ま
で
置
か
る
る
の
に
、
彼
等
の
負
ふ
所
の

所
得
暁
が
回
也
(
り
、
ム
仕
住
者
肝
不
程
在
よ
り
も
杢
惜
土
、
割
合
に
重
き
負
情
念
品
局
す
こ
と
に
な
れ
ば
、
誌
に
不
公
正

な
る
競
争
を
生
や
る
こ
と
に
な
り
・
庄
住
者
を
ば
ん
仕
φ
悶
窮
ド
陥
る
る
に
去
る
の
で
あ
る
。
此
は
艦
涛
上
汗
す
ぺ

か
ら
ぎ
る
事
で
あ
り
、
夏
に
枇
命
日
上
に
も
許
す
べ
か
ら

Y
る
事
で
あ
る
。

町
住
所
地
方
に
も
課
税
せ
し
む
ぺ
主
一
珂
由

前
に
い
ふ
如
〈
で
あ
る
か
ら
、
財
源
地
方
に
て
の
課
税
理
由
は
あ
る
。
け
れ

E
も
更
に
住
所
地
方
に
於
て
の
課
税

開
由
も
亦
あ
る
の
で
あ
り
、
之
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
コ

い
租
税
根
擦
上
1

1

課
税
根
壌
と
し
て
所
謂
特
樺
元
素
と
犠
牲
元
素
と
が
並
用
さ
れ
、
所
得
税
に
て
生
産
的

方
面
k
消
費
的
方
面
と
が
併
せ
考
察
せ
ら
る
べ
し
と
す
れ
ば
、
所
得
に
つ
き
で
は
財
源
地
方
閤
暗
に
色
、
住
所
地

方
閤
瞳
に
も
.
課
税
せ
し
む
べ
き
“
も
の
で
あ
る
。
所
得
者
か
ら
見
て
も
、
共
得
ら
れ
た
る
所
得
の
其
の
利
用
は
貫

に
住
所
地
に
て
翁
し
得
ら
る
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
車
に
共
の
殺
生
だ
け
が
彼
に
と
り
で
債
値
め
る
の
で
は
な

ぃ
。
又
、
財
源
地
方
闇
煙
だ
け
が
共
所
得
に
つ
き
て
経
持
的
寄
奥
を
矯
し
て
居
る
の
で
は
な
〈
、
性
所
地
方
闇
瞳

地
方
間
課
税
に
於
げ
る
住
所
費
財
源

弔
問
十
巻

三
五
九
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地
方
間
諜
枕
に
於
げ
る
住
所
針
財
源

第
川
十
品
せ

，、
O 

第

由記

匹I

が
北
(
持
主
た
る
住
民
者
に
劃
し
て
涯
梼
的
寄
興
を
免
し
て
居
る
。
共
に
劃
し
て
住
所
地
方
間
関
も
が
何
等
か
の
課

税
念
品
岬
し
得
ぬ
と
あ
り
で
は
不
営
で
あ
る
。
共
所
得
の
利
用
は
勿
論
.
住
所
地
方
に
て
行
は
れ
、
共
の
後
生
獲
得

も
亦
、
住
所
地
の
庇
蔭
の
下
に
あ
る
所
得
者
共
人
に
か
か
る
所
が
あ
る
。
所
得
課
税
に
つ
き
此
等
の
紺
を
も
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
特
権
、
犠
牲
両
元
素
中
に
つ
き
犠
牲
元
素
に
、
生
産
消
費
雨
元
素
中
に
つ
き
で
は
消
費
元

素
に
章
一
き
を
設
〈
な
ら
ず
は
、
特
に
地
方
耽
に
て
は
闘
暁
と
異
り
消
費
税
の
殆
ん
ど
い
ふ
に
足
ら
ぬ
も
の
な
る
こ
と

ル
バ
}
考
ふ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
別
に
収
識
枕
で
も
並
行
す
れ
ば
向
克
の
こ
と
、
所
得
の
課
税
椛
ぞ
ば
住
所
地
方
同
憾

の
み
に
輿
え
て
も
良
い
ほ
ど
で
あ
り
、
間
よ
り
財
源
地
方
闇
韓
の
み
に
輿
ふ
べ
き
筋
合
で
は
な
い
。

ハ
引
公
平
課
稜
上
|
|
住
所
地
方
圏
瞳
に
一
「
し
は
其
住
民
の
人
的
に
綜
合
し
た
全
能
力
に
臆
じ
た
る
所
得
融
晩
が

あ
っ
て
営
然
で
あ
り
、
此
住
所
地
に
て
他
地
方
よ
り
来
る
所
得
を
も
凡
べ
て
一
緒
に
課
す
る
こ
と
に
よ
り
て
、
初

め
て
人
的
に
綜
合
累
進
課
粧
を
行
ひ
科
る
。
然
る
に
若
も
他
の
財
源
地
よ
り
来
る
所
得
だ
け
を
除
き
た
る
所
得
の

大
主
だ
け
を
土
憂
と
し
て
所
得
課
税
し
て
は
、
人
税
と
し
て
は
、
不
完
全
な
る
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

尤
も
一
慮
、
住
所
地
に
つ
き
で
共
人
の
凡
べ
て
の
方
面
よ
り
来
る
所
得
の
会
瞳
の
大
さ
に
騒
じ
た
る
課
税
額
を
定

め
、
之
を
ぱ
財
源
地
方
(
住
所
地
以
外
に
於
け
る
財
源
だ
け
に
つ
き
)
と
住
所
地
方
と
に
て
案
分
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
別
段
、
不
都
合
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

は
財
政
牧
入
上
ー
ー
に
は
‘
夫
の
財
源
地
の
み
に
所
得
課
税
を
許
す
主
義
に
て
は
、
住
所
地
方
闘
腫
の
財
政

に
と
り
て
特
に
不
利
と
な
る
。
共
が
財
源
地
方
闇
睦
財
政
に
と
り
て
好
都
合
な
る
だ
け
、
住
所
地
方
岡
韓
の
財
政

8) Riehemann， a. a. O. S. 70. 
9) Selig田 an，Puhlic finance. p. 18:~. Selig血 an，D川，-jletaxation. p. 110. 174 
10) Richemann， a. a. O. S. 87 



を
し
て
財
源
を
失
は
し
む
る
の
片
手
落
と
な
る
。
随
ふ
て
は
住
所
地
方
固
瞳
内
に
於
け
る
、
他
財
源
地
方
か
ら
財

源
を
牧
め
る
こ
と
な
き
他
の
住
民
の
負
携
が
過
重
と
な
り
、
更
に
は
此
人

'Z共
住
所
地
方
か
ら
所
得
を
得
る
)
と

他
地
方
か
ら
所
得
を
翠
ぐ
る
人
今
と
の
聞
の
負
携
の
不
均
衡
あ
も
引
起
す
や
う
に
な
る
。
か
く
な
っ
て
は
公
平
課

積
上
の
一
の
問
題
で
も
め
る
。

以
上
い
ふ
所
を
考
ふ
る
に
、
財
源
地
方
闘
酷
に
て
課
税
す
る
の
に
色
、
住
所
地
方
問
臨
に
で
課
枕
す
る
の
に

ぅ

、

汀

e
L
こ
〉
1
1
弘
主
〉
日

V
-
1
-
〉
)
、

ホ

v
t
l
f訓
告
U
E
.
H
a
カ
3
f
J

一
方
の
み
を
正
し
と
は
し
難
い
。
だ
と
す
れ
ば
仕
方
が
な
い

3

カ
く
一
人

の
土
地
家
屋
日
営
業
所
得
が
件
、
住
所
地
以
外
の
地
方
か
ら
古
川
る
だ
け
に
つ
い
て
は
、

2

:

、

「

』

)
2
2
4
f
可

〉

、

品
川

L
f
l
t
ヰ
f
J
4
5
日
一
力
主
唱
H
J
L
d
b

住
所
地
方
閤
惜
と
財
加
地
方
問

:
i
l
l
-
-
T

町

i
l
d
)
?
-
l
l
z
:
;
;
・

1
・
}
、

!

〉

川

川

町

川

刈

t
H慌
に
I
H廿
伝

U

3
主
川
狩
ぃ

u
h
d
y
u
i
d
p
佐
抑
む
U
J
一

要
か
ら
し
て
、
累
進
率
の
階
段
を
定
む
る
矯
め
に
は
、

か
か
る
卒
分
割
酌
を
加
へ
ざ
る
志
の
を
標
準
と
す
べ
き
で

あ
る
。
尤
も
此
の
畑
き
取
扱
に
は
多
少
煩
累
を
加
ふ
る
の
撃
は
あ
る
。
兎
に
角
、
夫
の
所
得
を
財
源
地
の
み
に
課

枕
せ
し
め
る
原
則
は
蛍
を
得
な
い
。
或
は
之
に
つ
き
犬
の
所
得
に
は
財
源
地
及
住
所
地
に
於
て
半
分
課
主
義
を
採

る
左
し
て
、
肢
に
別
に
牧
盆
稜
が
め
っ
て
、
相
嘗
に
重
〈
、
財
源
地
か
ら
課
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
以
上
は
、
最
早
、

所
得
税
と
し
て
は
.
住
所
地
の
み
か
ら
課
す
る
こ
と
に
し
て
も
夫
の
主
義
を
貫
く
や
う
に
も
考
へ
ら
る
る
が
、
夫

の
所
得
と
財
源
地
と
の
特
殊
闘
係
、
此
に
於
げ
る
財
政
難
の
遁
態
、
共
に
於
げ
る
不
在
枇
舎
の
野
中
古
の
著
し
き
色

の
ゐ
る
こ
と
な
ど
を
、
大
局
の
上
よ
り
考
へ
る
と
き
、
財
源
地
に
硝
b
偏
重
し
た
嫌
は
J

の
る
け
れ
ど
も
、
財
源
地

に
牧
盆
枕
を
奥
ふ
る
外
に
も
、
所
得
半
額
度
課
税
を
許
す
位
の
慮
置
が
至
営
、
と
考
へ
ら
れ
る
。
但
し
此
庭
置
は
絶

地
方
間
諜
枕
に
於
げ
る
住
所
数
財
源
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地
方
問
課
税
に
於
げ
る
住
所
針
財
源

第
川
十
巻

F、

第

-&}t 

ム

ノ、

劃
的
に
斯
く
せ
、
さ
る
べ
か
ら
L?
と
い
ふ
ほ
ど
に
は
確
定
し
伴
ぬ
も
の
で
あ
h
、
歴
史
相
劉
的
に
、
現
下
と
し
て
は

先
づ
斯
か
る
程
度
の
か
針
を
定
ふ
り
る
を
王
宮
と
す
る
と
い
ふ
の
み
で
あ
る
c

に
物
件

l
ー
の
所
得
.
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
此
は
有
形
物
か
ら
の
所
得
で
あ
ち
・
土
地
家
喜
業
の
所
得
と

い
ふ
べ
か
ら
ぎ
る
、
或
有
形
物
か
ら
の
所
得
で
あ
る
。
例
之
、
装
夜
、
器
具
、
道
具
、
機
械
、
蓄
類
な

E
の
所
得

で
あ
る
。
法
文
に
は
物
件
者
〈
は
共
牧
入
と
い
ふ
か
ら
、
同
よ
り
斯
か
る
物
身
閤
に
課
す
る
の
で
も
、
主
(
所
科
1

い
ふ
べ
か
ら
v
d
る
斌
な
る
枚
入
に
視
す
5
の
で
も
良
い
。
併
し
税
法
に
と
特
に
各
一
〈
問
問
)
?
く
な
る
一
ω一
は
此
所
得
の

場
合
で
あ
る
。
共
も
、

適
用
は
そ
ん
な
に
多
〈
は
な
い
。

併
し
人
の
会
所
得
中
に
は
、

か
か
る
も
の
か
ら
成
る
の

が
あ
り
、
そ
し
て
共
が
夫
の
原
則
上
は
、
土
地
家
屋
管
業
と
同
じ
〈
、
財
源
地
方
閤
躍
の
み
に
て
課
税
す
る
と
い

ふ
の
だ
が
、
共
が
果
し
て
趨
常
か
何
う
か
。
此
が
一
の
問
題
で
あ
る
υ

此
等
の
物
件
の
中
に
で
も
、
精
密
に
い
ふ

と
、
装
置
や
機
械
な
ど
の
或
も
の
に
は
共
所
在
地
方
と
離
る
べ
か
ら
ざ
る
闘
係
に
あ
る
も
の
も
あ
る
が
、
併
し
、

共
他
の
も
の
ほ
殆
ん
ど
凡
べ
て
之
と
可
動
可
離
の
闘
係
に
あ
っ
て
、
共
所
在
地
方
の
後
遺
及
施
設
か
ら
特
ぷ
利
益

を
受
〈
る
と
い
ふ
こ
と
も
殆
ん

E
な
い
。
共
庭
で
、
会
艦
上
、
此
等
の
物
件
は
土
地
家
尾
管
業
よ
り
も
所
在
地
方

ム
」
の
閥
係
が
薄
い
。
随
ふ
て
此
に
劃
す
る
共
の
所
在
地
卸
ち
財
源
地
方
の
課
税
植
は
、
よ
り
狭
〈
し
で
も
良
〈
、

或
は
極
端
企
い
へ
ば
共
所
得
税
と
し
て
は
財
源
地
方
を
無
視
し
て
も
良
〈
、

h
u
し
ろ
所
得
税
の
本
来
の
貌
に
童
手

営
置
き
て
、
所
有
者
の
住
所
地
に
て
共
人
に
就
き
て
課
税
す
れ
ば
足
る
と
も
い
へ
る
ほ
ど
だ
が
、
併
し
叉
、
此
に

て
も
現
に
共
物
件
が
或
地
方
に
在
っ
て
、
共
虚
で
所
得
を
県
げ
つ
つ
め
る
以
上
は
.
共
所
在
地
方
が
此
物
件
を
し



て
所
得
を
翠
げ
し
め
つ
つ
あ
る
と
い
ふ
事
貫
は
何
と
し
て
色
打
消
す
を
仰
何
十
、
比
事
寅
に
よ
り
て
共
地
方
と
し
て

も
之
に
課
枕
す
る
の
根
嬢
を
有
っ
と
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
前
日
い
い
ふ
た
課
積
の
根
擦
と
し
て
考
へ
ら
る
る
特
権

の
元
素
、
生
産
方
而
な
ど
は
な
し
ろ
此
所
在
地
に
あ
る
。
此
等
の
物
件
に
は
問
ι
九
地
方
雑
種
積
が
課
せ
ら
れ
る

こ
と
は
あ
る
が
、
共
も
共
の
凡
べ
て
に
は
及
ば
ゃ
、

叉
程
度
も
通
例
軽
い
の
だ
か
ら
、
土
地
家
屋
停
業
の
税
の
如

〈
普
通
に
し
て
相
常
重
い
の
と
は
呉
り
、
之
が
所
得
に
つ
い
て
財
源
地
課
税
が
認
め
ら
ろ
る
の
必
要
は
あ
る
。
之

に
つ
き
所
得
課
耽
に
て
財
加
地
以
誠
枕
崎
m
h
h
初
め
な
い
と
手
に
は
、

財
測
地
は
之
が
部
税
を
蝕
〈
や
う
な
こ
止
に

も
な
る
。
一
だ
か
ら
之
に
つ
き
で
の
財
川
地
譲
耽
ば
常
品
川
だ
炉
、

さ
り
と
て
財
源
地
の
み
に
諌
砥
構
営
興
へ
て
、
住

日
1
h
U
少
止
、
〉

J

J

〉
、

l

乱

、

ノ

)

-

h

f

A

，

l

[

V

』
!
・

7

4

:

f

l

;

I
l
l
-
j
r〈

!

J

J

l

!

ー、、、
ν

M

-

L

L

P

r

k

斤
1
1
f
f
Tし

h

与、
T
F

〉
ト
に

F
r
Hに
ト
じ
〕

4
川

Hd
、

R
L
f
r
υ
l
+
d
V
J
p
t
n
古
畑
v
d
.
4
n

1
4
t
i
;
l
E
r
k
-
?
f
i
 

[
J
'
f
y
:
J
I
l
t
J
1
i
d
d
γ
ケ

o
r
t
F
u
f
f
d
r
H

リ
干

T
I
-
-
h
H
1
4
1
f
l

の
考
慮
を
無
視
す
る
の
蝶
に
陥
る
。
共
他
、
財
源
地
方
周
躍
及
住
所
地
万
閣
盟
、
双
々
の
財
政
の
考
慮
、
各
同
盟

内
の
他
の
人
。
と
の
均
衡
な
ど
か
ら
見
て
、
結
局
、
此
に
で
も
た
の
所
得
半
額
度
づ
つ
の
課
税
を
至
常
と
す
る
こ

と
に
な
る
。
向
ほ
住
所
地
K
M
岡
悼
に
於
げ
る
累
進
課
税
上
の
注
意
ば
、
十
一
地
家
屋
符
業
に
つ
き
て
い
ふ
た
も
の
ぞ

準
用
す
る
。

第
二
段

其
他
所
得
の
住
所
地
課
税

犬
の
原
則
に
て
は
、
土
地
家
尾
崎
営
業
物
件
以
外
の
も
の
刊
行

t
は
其
牧
入
ば
原
則
上
、
住
所
地
課
税
と
な
る
。
随

ふ
て
所
得
課
積
と
じ
て
は
原
始
産
業
、
自
由
職
業
所
得
、
勤
勢
所
得
、
資
本
所
得
な
ぎ
が
住
所
地
課
暁
と
な
名
。

地
方
問
課
税
に
於
げ
る
住
所
封
財
源

第
川
十
巻

2草

枕

~ノ、

ヒ
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地
方
問
課
税
に
於
げ
Z
住
所
封
財
源

第
凶
十
巻

第

盟主

グ、

~'I 

i¥ 

一
般
所
得
枕
な
れ
ば
凡
べ
て
の
所
得
に
つ
い
て
住
所
地
主
義
と
し
て
然
る

果
し
て
此
が
正
し
き
ゃ
否
や
。
元
来
、

べ
し
と
も
見
レ
れ
、
此
主
義
を
採
る
と
す
れ
ば
此
等
の
所
得
の
住
所
地
課
税
は
常
然
だ
と
も
い
ふ
を
得
る
げ
れ
ど

色
、
併
し
又
、
此
に
つ
い
て
も
、
少
〈
と
も
一
部
は
財
源
地
に
課
税
廿
し
め
て
良
い
と
い
ふ
見
方
も
あ
る
。
そ
し

て
事
賓
と
し
て
も
悶
際
課
税
上
、
此
種
の
も
の
を
財
源
地
課
税
と
し
た
例
も
あ
る
。
次
に
之
が
常
否
JT
分
析
し
て

討
究
し
て
見
ゃ
う
。

¥、F
，〆一rA

始
産
取
及
白
山
崎
殺
の
間
引
状
同
北
山
川
明
俸
と
し
L

は
山
仙
川
庄
小
ボ
は
勾
論
、
件
諜
附
μ:
…h
J
1
J
i
伯
楽
戸
い
-

は
な
い
。
併
し
其
所
得
は
或
は
土
地
の
牧
入
と
い
ふ
風
に
解
せ
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
厳
格
に
い
ふ
て

原
始
産
業
含
ぱ
凡
ベ
て
土
地
の
牧
入
正
い
ふ
べ
き
か
何
う
か
つ
農
業
所
得
と
て
も
決
し

τ土
地
の
み
か
ら
出
る
も

の
で
は
な
い
。
人
力
が
加
は
り
、
人
の
肉
韓
精
神
勢
働
か
ら
、
共
経
怪
か
ら
し
て
生
A
V
る
υ

之
を
一
の
佳
利
事
業

か
ら
の
所
得
と
は
い
へ
る
。

叉
は
精
密
に
い
へ
ば
生
産
及
び
管
利
事
業
か
ら
の
所
作
と
い
へ
る
。
だ
か
ら
此
は
巌

格
に
い
へ
ば
土
地
家
屋
管
業
物
件
以
外
の
牧
入
と
し
て
、
住
所
地
課
税
に
従
ふ
左
す
、
べ
き
で
あ
る
。
自
由
職
業
、

例
之
、
島
師
緯
護
士
書
家
な
ど
の
所
得
も
見
様
に
よ
れ
ば
一
の
管
業
所
得
ピ
が
、
併
し
我
開
法
に
て
は
品
営
業
所
符

と
は
見
守
、
随
ふ
て
必
然
、
住
所
地
課
税
に
従
ふ
こ
と
に
な
る
。
此
が
果
し
て
至
雷
か
何
う
か
。

川
住
所
地
課
税
の
理
由

い
公
平
課
税
上
|
此
等
の
所
得
占
乞
所
得
税
に
て
謀
す
る
と
す
れ
ば
、
所
相
付
税
は
人
の
住
所
に
つ
き
人
的
に

凡
べ
て
の
所
得
を
綜
A
口
課
税
す
る
の
を
本
則
と
す
与
も
の
円
か
ら
、
住
所
地
に
て
此
緩
所
刊
刊
を
も
課
税
す
る
と
き

Richemano， a. a. 0. S. 65 "、U 



に
、
最
完
全
に
此
人
税
主
義
を
貫
く
を
得
て
、
公
平
に
合
す
る
を
得
る
。
之
を
財
源
地
に
て
の
み
課
す
る
と
し

て
、
住
所
地
に
於
け
る
所
得
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
共
れ
だ
け
鷹
能
公
平
一
か
不
完
全
に
な
る
。

ろ
財
政
牧
入
上

l
l
此
主
義
は
住
所
地
方
閥
暗
に
と
り
で
は
彼
を
し
て
財
政
上
好
財
源
を
得
し
め
て
共
有
利

f
t
、

と
す
る
所
で
あ
る
。

斗
同
課
暁
技
術
上
1
1』
か
ら
い
ふ
て
ち
、
此
種
の
所
得
に
て
は
大
祇
、
住
所
地
と
財
源
地
と
が
一
致
す
る
の
で

あ
り
、
住
所
地
課
税
と
し
て
も
、
源
泉
課
材
に
近
き
も
の
ー
と
な
り
.
技
術
上
、
捕
叫
叫
が
六
っ
か
し
〈
な
レ
σ

町
財
源
地
謀
説
と
す
べ
き
理
由

l
l併
し
此
種
所
得
在
住
所
地
の
み
の
課
税
と
す
ぺ
し
と
は
限
ら
向
。
財
制

也
鳴

pd
“，

F

川

d〉
〕

)

、

υ
'
f
三
九
戸
市
町
}
、
、

HII

同
f
l

生
え
君
、
〈

1
J
C
{
J
I
-
d
J
:
I
J円
L

九
一
〈

U
F
H
H
E
3
1

い
課
税
物
件
の
性
質
及
利
益
公
正
上

l
l
此
種
事
業
は
本
来
此
甲
山
菜
に
準
や
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
共
地
方
と

離
る
べ
か
ら
ゲ
る
聞
係
に
立
ち
、
且
つ
其
地
方
の
脱
税
達
及
施
設
か
ら
特
に
利
益
を
受
〈
る
と
認
め
ら
る
る
。
其
事

を
課
税
上
に
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
此
に
劃
し
て
管
業
視
で
色
か
か
れ
ば
共
れ
で
共
地
方
と
し
て
も
此
闘

係
を
考
慮
し
た
負
捨
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
一
か
、
共
も
通
例
行
は
れ
ぬ
と
い
ふ
に
於
て
、
所
得
税
に
て
な
り
と
も

財
源
地
方
と
し
て
之
が
分
配
に
奥
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
特
に
又
、
此
等
の
事
業
炉
室
時
に
は
事
業
の
所
在
地

と
事
業
主
の
住
所
地
と
一
致
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
段
冷
と
、
此
二
の
色
の
の
分
離
す
る
こ
と
の
多

〆
よ
ゆ
る
に
於
て
は
、
比
等
の
事
業
の
所
得
へ
の
事
業
主
住
所
地
方
の
課
琉
の
み
に
て
は
、
事
業
所
在
地
方
と
し
て

説
抵
の
分
配
に
血
(
か
ら
ぬ
こ
と
が
生
じ
得
る
。

地
方
問
課
税
に
於
げ
る
住
所
封
財
源

第
四
十
巻

一
六
五

第

:5，1)t 

1L 
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地
方
間
課
税
に
於
げ
る
住
所
謝
財
源

第
間
十
巻

第

ÿJ~ 

O 

A

S

、、
J
F
」
ar

、、，ノろ
財
政
欣
入
上
1

1
財
源
地
方
に
と
り
て
共
財
加
地
方
課
税
棋
を
認
め
ら
る
る
と
き
に
、
共
財
政
収
入
が
型

/.、、

か
と
な
り
制
作
て
、
共
地
方
施
設
も
行
届
き
、
陥
ふ
て
此
種
の
佐
利
事
業
も
が
一
一
尉
の
殺
展
。
ピ
途
ぐ
る
伝
作
る
や
う

に
な
る
。
或
皮
ま
で
は
、
共
上
に
も
共
の
地
方
「
い
於
け
る
他
の
住
民
の
負
擦
を
輯
か
ら
し
め
る
こ
と
仁
も
な
る
の

、‘.a，，，は
課
税
技
術
上
山
十
へ
の
事
業
の
所
作
へ
の
課
税
七
財
加
地
方
に
で
行
ふ
と
き
に
は
、
北
は
即
ち
源
泉
課
税

E
な
る
の

rhrら
、
連
脱
少
〈
、
捕
促
が
容
易
と
な
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。

¥
y
/
 

d
f
b
叶

:

L

r

t

〉
レ
〕
抗

H
h
H
H
1
1
r
'
〕

h

町

一

い

h
ぺ日

h白

:
J
H
k
t
T
U
)
少

-

h

j

〉
、

i

〉
，
ト
j勺
、
ト
M

P
且
日
1
1
f
F
4
〉
i
h

l
m
J
M
a
l
l

稿、
W
I
t
-
4止
前
日
，
引
中
l
f
u
l
v
u
l
t
n
判
j
r
H
W
泊

w
d
d
u
l
l
F哩/《

t
じ
止
布
川
口
引

3
4十

い
れ

〆
t
、、

北
九
住
所
を
移
す
こ
と
が
事
業
所
在
地
ぞ
移
す
よ
り
も
熔
日
現
む
か
ら
し
て
、
税
の
安
い
所
ぞ
求
め
て
移
住
す
る
こ
と

が
多
く
な
り
、

白
ら
地
方
聞
に
不
均
等
な
る
鰹
糟
殺
遣
を
驚
ら
す
こ
と
に
な
る
。

偶
'
伊
枕
の
安
か
っ
た
虚
に
は
住

民
一
か
盆
φ
増
加
し
て
負
携
が
割
合
に
一
層
融
市
に
な
り
、
偶
々
枕
の
高
か
っ
た
庭
に
て
は
、
徐
々
負
推
す
べ
き
住
民

の
減
少
を
背
げ
て
、
財
政
難
を
来
た
し
、
随
っ
て
税
の
歴
迫
が
重
な
る
や
う
に
も
な
る
。
特
に
財
跡
地
方
に
て
は

折
角
、
財
源
を
供
し
な
が
ら
も
、
課
税
は
住
所
地
方
に
の
み
取
ら
れ
て
、
財
政
難
と
な
り
，
陥
っ
て
共
作
民
の
'AH

措
が
茸
〈
も
な
る
G

そ
し
て
更
に
人
々
が
視
の
安
い
慮
を
追
ふ
て
移
住
す
る
こ
と
白
身
が
、
枇
命
H

上
戚
心
の
出
来

ぬ
現
象
で
あ
り
、

か
か
る
現
象
を
生
ぜ
し
め
る
課
税
法
自
身
、
薦
む
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
し
て
、
此
種
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
川
ぶ
非
と
も
、
共
牛
分
皮
の
も
市
川
は
住
所
地
方
の
所
持
税
の
賦
課
と

し
、
他
の
品
十
分
度
の
も
の
は
之
を
財
源
地
方
に
て
課
税
せ
し
め
る
や
う
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
加
之
、
此
等
の

も
の
に
は
別
に
克
ら
に
管
業
課
在
伝
も
延
長
し
て
、

一
層
、
財
源
地
方
に
有
利
な
る
分
配
を
輿
ふ
べ
き
も
の
と
凪

Seligman. public finance. p. 195 
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ふ
。

-
J
劫
持
所
得
ー
ー
ー
に
至
り
で
は
、
前
の
特
林
事
業
と
は
具
り
、
会
〈
、
人
的
な
も
の
で
、
共
謀
耽
椛
は
人
に
易
し

随
っ
て
住
所
地
方
主
義
で
宜
し
い
や
う
に
色
見
え
る
が
、
併
し
之
に
つ
い
て

4
財
両
地
方
課
税
を
柚
附
議
す
る
理
由

4
u
ふり
4
h
v

。

め
住
所
地
方
課
税
の
閉
山

(
 パ

川
公
平
課
税
上

l
l
此
引
所
地
説
枕
が
行
は
る
る
?
と
き
に
、
人
を
巾
心
3

ど
し
て
の
綜
合
課
税
が
行
は
れ
る
こ

(
 

と
な
仰
て
、

一
一
明
公
平
品
枕
た
り
件
る
と
い
ム
こ
と
が
、
比
万
円
叫
の
第
一

ω
特
徴
T
J
の
る
。
特
ド
此
種
の
所
得
は

叫
川
町
地
方
川
問
問
か

L

り
判
川
以
h

わ
ゆ
る
が
い
錦
、
ヤ
引
け
に
L
い
い
へ
な
い
と
も
日
げ
ら
る
る
の
で
、

引
に
ウ
ん
か
ι

則
加
地
説
耽
'
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
必
要
ち
な
い
。

、、、E

，，ろ
財
政
枚
入
上

l

此
種
所
得
者
は
少
数
の
も
の
を
除
き
、
大
多
数
は
無
産
者
で
、
共
住
所
地
方
闇
盟
主
し

〆，‘、

て
は
共
教
育
、
衛
生
.
救
貧
等
に
幾
多
の
軍
事
厄
介
会
負
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
陥
っ
て
共
住
所
地
方
財
政
は
柱

々
に
し
て
共
自
身
の
力
に
て
は
立
牲
か
や
、
随
っ
て
此
地
方
か
ら
し
て
事
業
地
方
(
雇
主
の
仕
事
場
所
在
地
方
)
へ

財
政
補
給
の
要
求
を
ち
符
し
得
る
ほ
ど
で
め
る
υ

だ
か
ら
し
て
、
此
勢
働
者
等
の
所
得
に
住
所
地
方
が
完
会
に
課

税
し
叫
る
の
が
営
然
で
あ
り
、
ー
か
(
し
て
漸
く
共
財
政
牧
入
が
充
貰
し
何
ら
れ
る
。

は
課
税
技
術
上
此
住
所
地
課
耽
は
源
泉
課
琉
で
な
い
の
だ
か
ら
、
技
術
上
に
は
多
少
遺
脱
易
の
傾
が
あ

る
け
れ
ど
ち
、
此
に
い
ふ
種
類
の
所
得
は
、
勤
持
者
一
人
一
人
の
所
科
だ
か
ら
し
て
、
或
財
産
よ
り
の
又
は
或
管

地
方
間
課
税
に
於
げ
る
住
所
針
財
源

P、

ーしー

2首
?r' 

1i1}t 

第
川
十
位
せ

L¥Jtz! a. a. O. S. 361 20) 



地
方
閑
課
税
に
於
げ
る
住
所
鈴
財
派

第
川
十
巻

一
六
八

第

.5JX 

業
よ
り
の
所
得
の
や
う
に
、
他
人
名
義
を
使
ふ
こ
と
も
出
来
示
、
儲
つ
で
あ
ま
り
に
小
く
申
告
す
る
こ
と
も
出
来

A
V

、
か
し
ろ
蓮
肱
の
し
悪
い
も
の
だ
か
ら
、
此
方
法
に
よ
h-
て
も
、
大
し
た
解
寄
は
生
せ
や
し
て
捕
ま

F

ワ。

同
財
源
地
方
課
税
と
す
べ
品
由
l
i慮
で
此
種
所
得
念
財
源
地
に
で
も
課
税
し
た
が
良
い
と
い
ふ
理
由
の
あ

る
こ
と
も
亦
之
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち

、、，ノい
利
盆
公
正
上
|
|
此
場
合
、
果
し
て
財
源
地
方
が
犬
の
所
得
の
牧
科
及
牧
伴
者
の
生
活
仁
何
等
の
貢
献
を

，i
f

、、

持
去
一
向
L

い
ひ
得
志
や
コ
仲
間
な
る
利
益
pf
典
ヘ

1
p
j
い
ひ
切
る
リ

F
t
M出
来
る
か
。
必
人
川
市
池
か
に
[
釘
枇

叉
は
官
聴
に
勤
め
て
、
隣
接
の
乙
地
方
に
住
居
す
る
と
し
て
、
彼
は
乙
地
方
の
み
の
厄
介
に
な
り
て
、
甲
地
方
に

は
特
段
な
る
厄
介
を
か
け
?
と
い
ひ
得
る
や
。
被
は
甲
地
方
の
毅
志
及
施
設
の
下
に
活
動
し
運
輔
さ
れ
る
所
の
事

業
に
よ
り
て
替
利
し
つ
つ
め
る
。
共
一
か
叫
営
利
事
業
の
と
き
は
、
共
本
盟
七
る
管
利
事
業
の
一
部
に
参
加
し
て
居

る
。
共
事
業
が
共
地
方
の
厄
介
に
な
っ
て
居
る
と
す
れ
ば
、
彼
も
亦
、
北
(
厄
介
に
な
っ
て
居
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
彼
自
身
と
し
て
も
、
共
一
日
中
の
字
分
は
、
共
地
方
に
来
っ
て
共
道
路
を
使
ぴ
、
共
衛
生
、
防
火
等
々
の
施

設
に
よ
り
て
自
ら
の
幸
一
臓
を
亭
け
て
居
五
。
共
も
偶
冷
甲
地
方
に
遊
覧
の
急
め
に
来
り
、
甲
地
方

ω
施
設
は
享
受

し
で
も
.
ふ
り
し
ろ
此
地
方
に
金
を
消
費
し
て
柱

t
や
う
な
も
の
で
J

め
れ
ば
、
恕
し
て
も
宜
し
い
が
、
此
地
方
に
て

管
利
し
つ
つ
此
地
方
の
施
設
営
享
受
す
る
の
守
あ
れ
ば
、
彼
と
し
て
も
此
地
方
に
何
等
か
の
針
償
を
捕
は
な
げ
れ

ぱ
油
開
ま
ね
左
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

約
財
政
牧
入
上

i
l財
源
地
方
の
財
政
と
し
て
は
、
此
財
源
地
方
の
課
税
が
認
め
ら
る
る
だ
け
豊
か
に
な
り



得
て
、
随
つ
て
は
共
地
方
の
施
設
が
充
貫
し
、
叉
は
他
の
住
民
の
負
擦
を
一
一
層
軽
か
ら
し
め
る
こ
と
に
色
な
る
。

ω課
一
世
技
術
上
1

ー
に
は
、
此
財
源
地
方
課
税
は
や
が
て
源
泉
課
税
と
な
っ
て
捕
捉
が
容
易
と
な
る
。
尚
ほ

/，‘、

共
財
源
地
と
い
ふ
の
が
官
公
吏
の
俸
給
恩
給
な
ど
の
場
令
に
何
庭
を
指
す
か
多
少
問
題
と
な
る
。
之
仁
っ
き
て
は

閥
際
聞
の
問
題
解
決
に
は
共
の
官
公
所
属
閤
瞳
と
い
ふ
の
で
明
か
に
が
、
囲
内
の
地
方
問
課
積
に
て
は
共
れ
だ
け

で
明
か
に
な
り
難
い
も
の
が
め
る
。
俸
給
は
在
職
官
公
聴
の
所
在
地
方
と
し
、
地
方
恩
給
は
共
支
給
地
方
主
し
、

併
し
園
家
恩
給
に
つ
い
て
は
支
掛
場
所
の
地
方
と
す
る
外
な
か
ら
う

3

に
一
耽
合
上
、
経
稗
上

l
l住
所
地
の
み
の
課
税
で
あ
る
と
、
共
選
様
は
勤
時
ず
所
得
に
と
り
で
は
財
源
地
の
湿

持
よ
り
も
駒
山
で

J
?
?か
ら
、
人
い
か
杭

ω咲
き
的
ぞ
地
ふ
て
性
ふ
や
う
ト
な

hJU
北
(
の
斜
め
各
地
方
仁
不
均
等
な

る
殺
遣
を
京
市
に
す
こ
と
に
も
な
る
。
尤
も
此
勤
持
者
の
宮
市
住
と
い
ふ
こ
と
は
有
産
者
の
富
市
住
と
は
蓮
ひ
、
多
〈
は

来
住
地
方
の
繁
栄
を
助
〈
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
共
地
に
厄
介
を
驚
ら
す
こ
と
に
な
る
。
随
ふ
て
此
等
厄
介
分
子
の

多
〈
来
往
す
る
結
果
は
、
共
地
方
に
於
げ
る
他
の
住
民
の
負
携
を
加
重
す
る
や
う
に
・
も
な
る
。

彼
是
れ
考
へ
京
市
る
と
き
に
、
此
種
の
所
得
に
つ
い
て
も
住
所
地
の
み
に
課
税
せ
し
め
宇
し
て
、

一
部
は
財
源
地

に
も
謀
説
せ
し
め
る
途
を
聞
く
べ
き
で
あ
る
。
但
し
其
魚
め
住
所
地
方
が
財
源
の
不
足
を
戚
中
る
こ
と
に
な
る
揚

会
に
は
、
之
が
相
嘗
の
補
償
を
ぱ
財
源
地
方
か
ら
提
供
す
る
の
が
至
嘗
で
あ
り
、
此
貼
の
工
夫
は
之
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
一
か
兎
に
角
、
課
稜
と
し
て
は
一
慮
、
財
源
地
に
も
幾
ら
か
之
に
参
加
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

己
資
本
利
子
所
得
ー
ー
に
つ
い
て
は
、
第
二
種
所
得
読
と
資
本
利
子
視
と
に
は
附
加
積
が
禁
止
せ
ら
れ
て
居
る
か

地
方
間
諜
枕
に
於
げ
る
住
所
費
財
源

第
四
十
巻

ノ、

九

第

披
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地
方
間
課
税
に
於
げ
る
住
所
劃
財
源

第
四
十
巻

一七
O

第

部t

l生l

ら
、
資
本
利
子
へ
の
地
方
的
な
所
得
附
加
耽
と
し
て
は
、
第
三
種
所
得
に
属
す
る
所
の
、
個
人
聞
の
貸
金
利
子
、

株
券
の
配
営
の
如
き
も
の
が
主
と
し
て
問
題
と
な
旬
、
但
だ
し
戸
数
割
の
課
枕
標
準
の
一
部
と
し
て
は
共
他
に
、

公
枇
債
利
子
や
、
銀
行
預
金
利
子
な
ど
も
問
題
と
な
る
。
此
等
の
・
も
の
の
所
得
者
の
住
所
地
方
と
い
へ
ば
共
は
明

か
だ
が
、
共
財
源
地
と
い
ふ
と
梢
φ

六
っ
か
し
く
な
る
。
立
ハ
は
貨
行
上
の
師
団
か
ら
し

τは
、
利
子
支
捕
の
場
所
の

属
す
る
地
方
と
す
る
め
が
最
簡
単

rが
、
場
合
に
よ
り
で
は
、
共
れ
で
は
あ
ま
ち
じ
形
式
的
の
財
源
地
と
ね
る
鎌

ド
ル
わ
る
。
品
川
(
J

て
立
民
主
移
民
向
hυ
好
記
世
万
"
と
ず
る
py
』
話
尚
一
刀
』

rpbrF}戸
わ
る
。
知
ら
、

i

t

?

l

i

s

-

つ

(

)

)

j
一

a

一

!
i
4

・

1

1

1

4

1

門
外
岡
政
ぃ
付
の
公

債
や
、
外
国
合
枇
の
枇
債
や
内
閲
冷
債
な
ど
の
利
子
は
共
支
掛
場
川
の
地
方
と
す
る
外
な
い
が
、
内
閣
の
地
方
債

利
子
は
共
債
務
者
た
る
地
方
と
し
、
内
園
の
枇
債
利
子
は
其
債
務
者
た
る
命
日
枇
の
本
山
所
在
地
方
止
す
べ
き
で
あ

る
。
銀
行
預
金
利
子
の
如
き
も
の
に
て
は
之
を
共
本
町
泊
所
在
地
方
と
す
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
共
よ
h
は
、
共
預

入
れ
の
底
、
随
っ
て
利
子
支
排
場
所
の
起
す
る
地
方
と
し
た
が
適
切
で
あ
ら
う
。
桐
人
間
の
貸
金
の
場
合
は
、
共

財
源
地
方
と
し
て
は
債
務
者
た
る
個
人
の
住
所
地
方
か
、
替
業
所
地
方
か
が
問
題
と
な
る
。
替
業
所
と
住
所
と
別

に
め
る
場
合
に
し
て
管
業
の
魚
め
に
借
り
た
る
こ
と
の
明
か
な
る
場
合
に
は
、
替
業
所
地
方
と
す
べ
き
ピ
が
、
主
(

の
不
明
な
る
場
合
、
住
所
得
業
所
の
別
で
な
い
場
合
、
住
所
の
み
の
場
合
に
は
、
凡
べ
て
住
所
地
方
と
す
る
。
併

し
、
共
に
し
て
も
或
人
の
債
務
者
が
頗
る
多
人
数
に
上
る
こ
と
が
あ
り
、
共
に
就
き
て
一
々
、
債
務
者
の
所
属
地

方
へ
分
課
せ
し
め
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
煩
雑
に
過
ぎ
て
賀
行
困
難
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
此
は
珂
論
と
し
て
は
財

源
地
課
税
を
可
と
す
る
と
し
て
も
、
資
行
上
に
は
債
権
者
、
卸
ち
貸
主
の
住
所
地
課
耽
と
す
る
外
な
か
ら
う
。
き



て
此
種
所
得
の
住
所
地
課
礎
と
財
源
地
課
税
左
双
方
の
諭
懐
を
一
不
さ
う
。

川
住
所
地
課
税
の
理
由

川
公
平
課
税
上

i
l所
得
は
人
の
佐
所
地
に
て
課
税
す
る
こ
と
に
よ
り
て
、
初
め
て
完
全
に
近

t
公
一
小
説
読

の
目
的
を
志
す
る
。
そ
し
て
陀
閣
の
所
得
は
共
財
源
地
方
か
ら
特
段
な
る
利
盆
を
受
け
て
居
る
と
い
ふ
ほ
ど
で
な

い
ど
見
れ
ば
、
之
に
則
州
地
方
か
ら
岡
崎
諸
課
税
を
局
す
関
白
は
な
い
っ

、、，e
'
Jろ

課
税
技
術
上
ー
ー
に
は
、
個
人
聞
の
貸
金
利
子
の
如
き
に
は
、
前
に
も
い
ふ
如
く
で
、
却
っ
て
政
得
者
卸

ち
位
脱
者
の
住
所
仁
つ
い
て

zA枕
H

ず
る
方
が
一
階
附
思
で
J

の
る
。

は
財
政
耽
人
上
作
所
地
方
山
知
政
仁
L
f
h
J
イ
」
此
主
義
必
抑
制
令
な
る
は
レ
ふ

t
f
も
な
レ
。

f
'
¥
 

に
経
樺
上
ー
ー
ー
財
阪
地
方
か
ら
い
ふ
て
も
此
種
所
得
に
不
認
暁
と
す
る
こ
と
と
し
て
、
専
ら
資
本
主
の
住
所

/，‘、、

地
方
の
み
の
説
税
と
す
る
の
は
.
経
持
上
に
む
し
ろ
有
利
で
あ
る
。
共
財
政
上
に
は
失
ふ
ゃ
う
で
も
あ
る
が
、
併

し
粧
掛
上
に
は
之
じ
よ
り
て
共
地
方
に
於
け
る
資
本
の
利
用
営
進
め
一
産
業
の
隣
昌
を
来
に
す
こ
と
を
株
る
。
助
制

地
方
に
て
課
税
し
た
ら
、
共
外
来
資
本
e

伊
乏
し
か
ら
し
め
共
産
業
を
萎
微
せ
し
め
る
で
あ
ら
う
。
特
に
共
抵
の
高

い
と
き
に
一
一
暦
此
燃
が
甚
し
く
、

此
不
利
が
著
し
い
。

財
源
地
が
本
来
、

資
本
快
之
を
嘆
じ
、

カラ タト
カョヨ~t
るに
外待
費つ
所こ
要と
地多
方き
のと
利き
盆に
とは
奇心、一
和屠

だ
か
ら
し
て
此
課
税
主
義
(
住
所
地
の
み
課
税
)
は
、

し
、
印
ち
住
所
地
の
財
政
利
盆
と
、
財
源
地
の
経
済
利
盆
と
で
双
方
に
好
都
合
と
な
る
の
で
あ
る
。

同
財
源
地
方
課
税
の
理
由

地
方
間
課
税
に
於
げ
る
住
所
封
財
涼

第
間
十
巻

Fじ

第

JJ}t 

ョι
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Seligman， Public抗nance.p田 197・
Silvernほan，Taxation， its incidence and dJects. 173. 
~otz. a. a. (). S目 357・
Herndon， 1. c， p. 54 

22) 
23) 
24) 

25) 
26) 



地
方
同
課
税
に
於
げ
る
住
所
艶
財
源

第
凶
十
巻

七

第
二
披

一山ノ、

川
課
税
技
術
上
ー
ー
に
は
、
何
と
い
ふ
て
も
多
く
の
場
合
、
特
に
資
本
利
子
炉
銀
行
合
枇
か
ら
支
掛
は
る
る

限
り
、
主
(
支
抑
場
所
の
属
す
る
地
方
に
て
、
共
場
所
に
つ
い
て
課
す
の
が
一
番
捕
捉
し
易
い
の
は
い
ふ
ま
で
も
な

L 、
o 

引
財
政
牧
入
上
ー
ー
に
は
、
財
源
地
方
に
と
り
で
は
此
地
方
を
し
て
課
税
に
参
加
せ
し
め
る
こ
と
炉
共
財
政

を
豊
か
な
ら
し
め
、
共
同
瞳
内
の
他
の
住
民
営
し
て
負
捨
ぞ
軽
易
な
ら
し
め
又
は
共
地
方
施
設
を
充
質
せ
し
め
る

こ
と
が
出
来
る
。
若
も
献
に
し
て
之
を
得
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
性
冷
に
し
ど
共
財
政
難
と
も
な
つ
だ
惜
し
め
ら
う
。

は
吐
合
上
、
極
構
上
1

1
住
所
地
課
積
の
み
と
す
れ
ば
、
資
本
家
は
粧
の
安
い
庭
を
逗
ふ
て
移
住
し
、
共
矯

め
財
源
地
は
豊
か
な
る
財
政
資
源
ぞ
失
ふ
ば
か
り
で
な
〈
、
他
の
住
民
に
ば
か

h
重
い
負
擦
を
か
け
て
、
気
の
毒

な
結
果
に
も
な
り
、
各
地
方
の
聞
に
も
不
均
等
な
る
殺
遣
を
賢
ら
す
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

げ
い
利
盆
公
正
上
ー
ー
利
子
支
抑
地
は
兎
も
角
も
利
子
牧
得
者
に
と
り
で
は
待
利
源
で
あ
り
、
共
牧
得
者
は
此

地
方
に
劃
し
て
何
も
の
か
負
ふ
所
め
h
と
威
す
名
こ
と
が
出
来
る
。
共
庭
に
多
少
の
特
段
な
る
貢
献
を
理
由
づ
け

る
も
の
が
あ
る
。

だ
か
ら
し
て
此
に
も
矢
張
り
財
源
地
方
に
課
税
参
加
盟
由
は
あ
る
。
だ
Y
前
に
も
い
ふ
如
〈
で
宜
行
上
か
ら
し

て
、
個
人
間
の
貸
金
利
子
の
み
は
牧
持
者
の
住
所
地
課
税
の
み
と
す
る
外
な
い
で
あ
ら
う
。

結

論

Lolz， a. u. (J討 357・27) 



以
上
要
之
、
住
所
地
方
圏
躍
と
財
源
地
方
囲
曜
と
の
地
方
間
課
穂
守
に
つ
い
て
の
我
岡
現
行
原
則
た
る
、
土
地

家
屋
物
件
替
業
及
其
牧
入
は
財
源
地
方
へ
、
共
他
の
も
の
は
住
所
地
方
へ
と
す
る
の
主
義
は
む
し
ろ
選
h
u
べ
き
も

の
で
は
な
く
、
比
等
何
れ
の
ち
の
も
共
に
住
所
圃
睡
と
財
源
闇
睡
と
へ
分
属
せ
し
め
4
0

の
主
義
に
改
め
る
の
が
妥

常
と
考
へ
ら
る
る
。
た
た
個
人
聞
の
貸
金
利
子
の
如
き
特
殊
の
も
の
だ
け
に
つ
い
て
は
賀
行
主
、
債
植
者
の
住
所

地
主
義
で
往
〈
よ
ち
外
な
か
ら
う
。
叉
、
此
新
し
き
主
義
に
改
め
る
と
し
て
も
、
尚
ほ
、
多
少
の
不
満
は
残
ち
、

遺
憾
な
も
の
は
あ
る
。
が
廿
ん
を
入
上
く
除
去
す
る
の
に
は
地
方
課
枕
権
合
入
主
〈
停
止
し
て
、
岡
家
滴
り
課
税
す
る
と

い
ふ
こ
と
に
す
る
よ
り
外
な
く
も
百
な
、
主
ハ
場
A
川
に
て
色
今
度
は
、
闘
と
闘
L
」
の
開
に
、
分
離
難
の
問
題
が
強

る
。
町
も
全
然
、
此
種
mw
問
題
を
解
消
す
る
の
に
は
、
世
界
関
家
の
成
立
期
を
待
つ
の
外
な
い
。
或
は
園
家
に
課

枕
樺
を
統
一
す
る
さ
へ
色
今
日
で
は
可
な
り
寅
現
難
で
あ
る
が
、
共
へ
導
〈
の
第
一
歩
で
あ
り
、
そ
し
て
夫
の
地

方
聞
の
課
税
楳
争
を
少
し
で
も
緩
め
る
方
法
は
、
地
ト
刀
醐
瞳
の
軍
仕
を
ば
出
来
る
ピ
け
大
く
す
る
こ
と
(
財
源
開

瞳
と
住
所
圏
瞳
と
の
異
る
場
合
を
少
く
す
る
こ
と
)

で
あ
ら
う
。

• 

地
方
問
課
税
に
於
げ
石
住
所
封
財
源

第
四
十
傘

4ニ

第

披
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